
649 円

※1月につき、リハビリテーションマネジメント加算（220円）が加わります。

※事業所の医師が計画書の説明を行い、同意が得られた場合は279円が加わります。

種類 項目

14 2211 308

64 2211 298

14 5003 200

14 5008 213

14 5022 270

14 6102 6

1月につき

算定単位

短期集中リハビリテーション実施加算

リハビリテーションマネジメント加算ロ

サービス提供体制加算（Ⅰ）

介護予防訪問リハビリテーション費

算定項目 単位数

訪問リハビリテーション費 1回につき（20分）

事業所医師の説明による加算

1単位あたり：10.33円

詳細

2024年6月～

1回につき（20分）

1日につき

1月につき

1回につき

サービスコード

※退院・退所後の3か月間、週2回以上のご利用の場合は

※　訪問リハビリテーション費（40分）＋サービス提供体制加算（Ⅰ）の合計

料金表（亀山老健　訪問リハビリ）

（１）基本料金

※利用者負担額　１回あたり　

　短期集中リハビリテーション実施加算（207円/日）が加わります。


